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◼ 分科会「AI の浸透したデジタル社会における ELSI の観点からのルール

に関する研究」 

大 手 英 明 

主査：大手英明 

研究参加者：石井夏生利 岩隈道洋 小向太郎 

 

【活動記録】 

2023 年 9 月 26 日（火）10 時 00 分～ 12 時 20 分 

ワークショップ（外部講師３名を含む講演とパネルディスカッション）

（於：中央大学市ヶ谷田町キャンパス 3F301) 

共催：中央大学 ELSI センター 

 

報告者：大手英明 研究員（主査） 

テーマ：「ChatGPT」をはじめとする生成 AI の登場やメタバースなど、

AI を含むデジタル社会が着実に進展しており、今後デジタル社

会の健全な発展に向けてあるべきルール等の在り方について、

プライバシー、知財、偽・誤情報を主論点としつつ、倫理的・

法的・社会的観点（ELSI の観点）から総合的に考える。 

講演者： 

岡嶋 裕史（中央大学政策文化総合研究所長・国際情報学部教授）  

原田 伸一朗(静岡大学情報学部教授)  

福井 健策（弁護士・骨董通り法律事務所・日本大学芸術学部・神戸大

学大学院・iU 等 客員教授）  

山口 真一（国際大学 GLOCOM 准教授） 

当日資料：中央大学政策文化研究所開催案内 HP 掲載 
 https://www.chuo-u.ac.jp/research/institutes/policystudies/event/2023/08/67423/  
（参考）中央大学 ELSI センターHP https://www.chuo-u.ac.jp/research/introduction/elsi/  

 

概要： 

<開会> 

 〇須藤 修 先生（中央大学 ELSI センター所長/国際情報学部教授）ご挨拶 

・本会は、岡嶋先生が所長の中央大学政策文化総合研究所と、中央大学

ELSI センターの共催のイベントということで開催する。また、ELSI

センターは、副所長が石井先生であり、パネルディスカッションで司

会をしていただく。 

・本日は非常に評判が高く素晴らしい論者４名の先生方に集まっていた

だき、後半のパネルディスカッションではパネリストとして参加いた

だくことになり、大変良かったと思っている。 

・今日は、学生も数十名聞いており、他にも社会人の方、行政官の方々

も見ているので会場は 25 名だが、オンラインも併せて 100 名近くが

参加しており、非常に良い機会だと考えている。 

https://www.chuo-u.ac.jp/research/institutes/policystudies/event/2023/08/67423/
https://www.chuo-u.ac.jp/research/introduction/elsi/
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・今日のテーマはメタバースと生成 AI だが、これらは今後必ず連携し

て結びついていく。すでにその動きは、メタ、かつての Facebook が

準備しているが、相当動くことになると思う。 

・日本ではまだ生成 AI の議論ばかりだが、私が８月に発表した論文で

は、マルチモーダル AI をかなり重要視しており、マルチモーダルに

なるとブロックチェーンとかメタバースが連携して動き出すので、そ

の対応を考えていかなければならない。 

・今日の議論ではそういうことを考えるために、おそらく極めて重要な

要素が入ってくると思うので、本日聴講される方は大いに参考になる

と思っており、私も相当期待している。 

・AI については、私は政府の要請で総務省側議長として「広島 AI プロ

セス」のとりまとめ作業をやっており、事務局の The Weather 

Company（TWC）とも打ち合わせを行っているが、結構困難がたくさん

ありまだ悩んでいる。経済産業省の方とも一緒に検討をしておりこち

ら（ボストンコンサルティンググループ（BCG））はこれから検討し

ていくようである。 

・G7 のとりまとめが 12 月までなので私自身、悩んでいるところだが、

石井先生のコーディネートの下での４人の先生方のパネルディスカッ

ションをぜひ参考にさせてもらいたいと思っているし、学生の皆さん

のためにも良い議論をお願いしたいと思っている。 

・本日はお忙しいところ時間を割いていただきお礼申し上げる。ELSI セ

ンター所長としても嬉しく思うし、今後とも中央大学をよろしくお願

いし、これを開会の挨拶とさせていただく。 

 

<第 1 部：講演> 

(1) 岡嶋 裕史先生ご講演「生成 AI とメタバースに関する動向」 

・最初の話題提供として生成 AI とメタバースの話をさせていただく。 

・メタバース、去年、一昨年流行っており、今年ブームが一気に落ちて

いるところである。今どんな状況にあるか整理すると、一般的にメタ

バースはわりと雑多に全体を「インターネット上のデジタルの仮想世

界」であると括ってしまう認識が多いが、技術的潮流としては現段階

として二つに分けておいて方がよいのではないかと思う。 

・一つは完全に０から作る「狭義のメタバース」がある。 

・もう一つは、バーチャル渋谷、バーチャル池袋などの現実立脚型の仮

想世界、区別する場合には「デジタルツイン」とか「ミラーワール

ド」と呼ばれ、こちらも大きく期待されている。最初はデジタルでそ

っくりに作ろうとしていたがコストが結構かかるので、実写でもよい

のではないかとなり、今はスマートグラフィックなどを用いて、現実

に上書きする形でデジタル空間を作り、そこにデジタル情報をまぶし

てより楽しくより効率的に生きていくという形の考え方になってきて

いる。例えば、授業中にペットをかわいがることが現実には許されな

いが、自分のメガネにだけは見えているというのは可能かもしれな
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い。そういった使い方が「デジタルツイン」とか「ミラーワールド」

である。 

・去年、一昨年流行っていたのは前者の方であり、「狭義のメタバー

ス」である。なぜこちらが流行ったかを言えば、こちらの方が作るの

が簡単だからである。ゼロから建築物や背景を作ることはお金も手間

もかかり難しいと思われがちであるが、ゲームの作成などで蓄積があ

り技術的にはシンプルでそんなに難しくない。そういう背景の中、昨

年絶頂期を迎え、今、皆が幻滅している瞬間であると思う。 

・後者の「デジタルツイン」は技術的に結構難しい。例えば、この教室

にデジタルペットを駆け回らせたいというのは難しい。テーブルの正

確な位置、椅子の位置を把握し、ペットがそこを突き抜けたりしない

ようにしないと興ざめなのでリアルタイムで空間を把握しての判断が

必要になる。現実には普通のシャツを着ているが設定で眼鏡越しには

スーツを着ているように見えるといった「デジタルツイン」、「ミラ

ーワールド」も、将来的には期待されているが技術的にはすぐに実現

させるのは難しいだろう。 

・先日、アップルがビジョンプロを出して、「デジタルツイン」、「ミ

ラーワールド」はあんな形で実装されていくのだという少し見通しが

良くなったと思うが、それでも、５年後、１０年後の技術ではないか

と思う。「（狭義の）メタバース」のブームは去り、「デジタルツイ

ン」はまだまだこれから、今ちょうど端境期にあるような気がするの

で、これから勉強される方、ビジネスの種を探している方にとっては

ちょうど良い仕込みの期間なのではないかと思う。 

・本日は、AI もテーマであるので、この「（狭義の）メタバース」とか

「デジタルツイン」についてどういうふうに AI が関わっていくの

か、少しだけ導入の話をしたい。 

・「メタバース」はもう自分で作れない。クリエーターを雇ってこんな

（資料で図示）オブジェクトを作ることになるがこれはワンシーンで

ある。世界と呼べるというまでの質量を伴って仮想世界を作るといく

らかかるか分からない。ゲームは、昔のソシャゲ（※インターネット

を介して複数のプレイヤーが参加できるオンラインゲームの一種）な

どは数百万円で作られていたが、今はソシャゲのレベルですら億のお

金がかかる。先日ファイナルファンタジー16 が出たが、いわゆるトリ

プル A と言われるゲーム（※メーカーの顔となる莫大な予算をつぎ込

んだゲーム）は 100～300 億円かけないと満足なものは作れない。実

はゲームはまだいい。舞台と同じで視点が固定であれば見せるシーン

の裏は省略できるからだ。まだ安く作れるはずのゲームでこれであ

る。メタバースは裏まで作らないといけないが、これを人の手で作る

のは無理である。もう AI に委ねないといけないわけだが、まだ、AI

ではフィニッシュ（最終成果物）が弱い。お客さんに入ってもらえる

ような空間は作れないが、遠くの山並みなどは AI に作らせてしまっ

て問題なく、主流になりつつある。 
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・アバターがメタバースにとって必須かどうかは議論になっているが、

重要であることは間違いない。AI の適用分野という意味では、アバタ

ーを動かす AI が本命なのではないかと考えている。 

・SNS は一種の仮想空間である。人間はコミュニケーションが好きであ

ると思うが、現実でコミュニケーションすると楽しいことより嫌な思

いをすることも多いのではないか。よって、萎縮してしまい、引きこ

もってしまうということがある。デジタルの仮想空間では良いとこ取

りができる。現実だと躊躇するようなコミュニケーションも SNS だと

できるという状況が作られているのではないか。SNS は人とつながる

サービスだと言われるが、それは嘘であり、実際にはあれは嫌な人を

排するサービスであると思う。それが悪いわけではなく、現実でもわ

ざわざ嫌な人を回りに集める人はおらず、発言したらイイねと言って

くれる人たちを周りに集めていっている。これを、空間の縛りを超え

て一瞬でできるというのが SNS の良いところなのではないかと思う。

フィルターバブルにより快適なので利用者は長居をしてしまい、そう

すると広告接触時間が増えて事業者はもうけることができるというビ

ジネスモデルが出来上がっている。 

・これがメタバースだとより濃い形で実装可能ではないか。今の SNS は

テキストベースでそこに静止画、動画が入って世界を形成している

が、メタバースだと握手や肩を組むなど、濃密なコミュニケーション

が可能である。SNS では人間にイイねと言ってくれる役割を担わせて

いるが、自律した人間は SNS というサービスにとって一番の不確定要

素であり、不安要素である。すでに先行の実証実験が存在するが、こ

の役割を AI に任せて、利用者の周囲が全部 AI だったら安心して暮ら

せるのではないかという考え方はあり得る。良いか悪いかは別とし

て、それを欲している人はたくさんいるのではないか。 

・会話の部分はチャット GPT が担えるであろうし、ふるまいの部分も相

当洗練されてきている。今のゲーム（RPG）で AI が動かす NPC キャラ

クターの動作は洗練されてきており、（ユーザが動かす）主人公が急

に走れば遅れてついてくるし、急にとまれば追い越して止まるという

ようなこともあり、すでにチューリングテストに合格しているような

状態が実現していると思う。 

・現在、メタバースはキラーサービスがないが、今のところそれが雑談

ではないかと言われている。個人的にはその雑談の相手は人間ではな

く、AI にした方が顧客の満足度は高められるのではないか。実際、技

術水準としては実装可能なところに来ている。 

・個人的には非常に期待しているが、一方、非常にたくさんの問題も出

てくると考えられる。建築物とか風景を AI で作った場合の依拠性の

問題、「著作権、意匠権は？」という話になり得る。そもそも人の会

話の相手を務めるのが AI で良いのか、AI か人間か分からない状態で

サービスを提供してよいのか。これからの子供にとって人格形成の過

程で AI と触れる時間の方が、人間との接触時間より長いという状態
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になった場合に問題ないのかといった、様々な問題点が噴出してくる

と思われる。こうした点も含め、今後のパネルディスカッションで議

論できればよいと思う。 

 

(2) 原田 伸一朗先生ご講演「メタバースにおけるアバターの人格権」 

・資料 p.2 について、人格権は名誉権や氏名権、肖像権などいろいろ考

えられるが、アバターに対してどのような侵害が考えられるかを一番

左の欄に記載して整理しており、それに対してどのような権利を主張

して対抗できるかを真ん中に整理して一覧表にしてみたものである。 

・本日はプライバシー権を中心にしたい。プライバシー権は広義に広く

捉えると人格権一般にも通じるところがあり、最近ではプライバシー

権の権利内容を明確に狭める方向で解釈が進んでいるが、プライバシ

ー権を中心にアバターの人格権的なものを考えていきたい。 

・現実空間から仮想空間へ人間の活動空間が拡大することに伴って、ど

のような新たなプライバシー問題が生ずるのか、古典的な一人で放っ

ておいてもらうという解釈から、積極的・拡張的に捉える方向に沿っ

て取り上げたい。 

・広義のプライバシー権は、私的・人格的自律の権利の範型とも言え、

他の基本権・個別の人格権とも重なり合う部分があるかなと思ってい

る。憲法学の佐藤幸治先生は（プライバシー権を）幸福追求権そのも

のだとしており、広く捉えるとそこまでいく。狭い意味のプライバシ

ー権の話ではないことも本日お話したい。 

・匿名性について、現実空間と比較すると、現実世界では顔を晒しては

いるが、有名人でもなければ一種の「ゆるい匿名性」を保てる。 

・むしろ、インターネットやメタバースの方が誰がということを簡単に

特定できてしまう可能性がある。特に、現実空間にはないが、メタバ

ース上、オンラインゲーム上では、ユーザがアバターのネームプレー

トを周囲に視認可能な形で表示するというのがデフォルトの世界観と

なっている。しかも、アバターをクリック等すれば、スペックやどう

いう履歴の人か空間内の位置なども分かってしまうというのはメタバ

ースならではの特色かなと思う。 

・ユーザの選択により名札を表示しないように設定することもできる

が、cluster というサービスの例では（名札を）消せるが、周りから

はネームプレートが見えている状態である。（自分がメタバース上で

行動する時に）邪魔だから自分の視界から消せるという設計思想であ

り、自己情報をコントロールするというプライバシーの設計思想では

ない。 

・メタバース上で活動するアバターの背後の匿名性を考えると、（ユー

ザーを）現実空間における特定の人物と紐付ける行為がプライバシー

侵害に該当し得ることは VTuber 裁判例などでは認められ、VTuber と

して活動する者（中の人）の本名・年齢、顔写真を暴露するのをプラ

イバシー侵害と認めた。顔写真の暴露は、年齢とか容貌を揶揄する意
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図があったりするので、誹謗中傷の一種と捉えられることもある。 

・アバターの肖像権も考えてみたい。昨年の内閣府の研究会「メタバー

ス上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連

携会議」で「VTuber の肖像権」という私の論文が参照されていた。論

文の骨子は、架空に創作された生身の肉体に由来しない CG アバター

としての肖像にも肖像権が生じ得るというものだった。アバターを使

った場合、アバターにも肖像があるという考えは珍説に聞こえるかも

しれないが普段からアバターで活動している人にとっては当たり前の

感覚ではないかと考えられる。 

・もし、アバターにも肖像権が認められる場合、メタバース空間内にお

ける盗撮に対抗するような権利として機能し得るのではないか。いわ

ゆる「インゲームフォトグラフィー」は最近コンテストもあって話題

で、仮想空間内の「映える」人物や風景をバーチャル空間内に設けら

れているバーチャルカメラで撮影するというのが非常に流行っている

が、「みだりに自己の容ぼう等を撮影されない」という現実空間で適

用される肖像権をもって勝手にアバターの姿を撮影するということへ

対抗できるのか。 

・アバターは「なりたい自分」という自分の理想が込められているの

で、どんどん撮影してほしいと思う人もいるかもしれないが、自身の

内心が透けてしまうので、ある意味、プライバシー性があるようなも

のではないかという気がする。 

・実際、「バーチャルキャスト」というサービスのバーチャルカメラで

は、自分のバーチャルカメラがいま何を写しているかを周りの人も確

認できる仕様になっており、盗撮していれば周囲から分かるため、こ

れが一種のメタバース空間内において勝手な撮影を防止するアーキテ

クチャとして機能しているのではないか。この PF がそういう意図だ

ったかは分からず、写真写りを確かめながら撮影することを可能にす

る意図だろうと思うが、事実上このような機能も果たしている。 

 

・バーチャルな身体という話に移りたい。アバターがそのユーザにとっ

てのいわば「仮想的身体」として機能し得ることに伴って、メタバー

ス内でのアバターとアバターの間でのインタラクションを、現実空間

での人と人とのインタラクションとパラレルに考える余地も生じるの

ではないか。 

・日本国憲法で身体、人身の自由は保障されているが、そこでいう身体

というのは必ずしも肉塊ではなく、他者とコミュニケートして自己陶

冶（じことうや）する人格と結び付けられている身体が保護対象と考

えると、アバターとしての身体というのも一種の身体、人身の自由の

保護範囲に入ってくるのではないか。 

・メタバースにおけるハラスメントは２種類に分けられ、大別して、①

言葉・表現によるもの（わいせつな言動、差別的言動・ヘイトスピー

チ、誹謗中傷、プライバシーの暴露、脅迫など）と、②アバターの身
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体を用いたもの（つきまとい、盗撮、接触・痴漢、暴行など）に分け

られる。 

・ただ、①（言葉・表現）でも単なるテキストではなく身体性・臨場感

を伴っているので②とも共通性がある。また、②（身体を用いたも

の）も実際には身体がないのであくまで精神的被害だという点で①と

共通性がある。メタバース内で嫌な目に合うという本質を捉える必要

がある。 

・メタのホライゾンの例だが、すでにパーソナルスペース機能も実装さ

れているが、自分の周りに１m ぐらいのバリアを貼って相手が近づけ

ないようにする。これがハラスメント対策に有効なのだとしてこの機

能が標準化されると、この機能を実装していないと PF 側の責任とし

て問われることになる。一種の製造物責任のような考え方に似ている

のではないかと思うが、そういう PF の責任が課されるようになって

くるのではないか。 

・メタバースは監視空間になっているのではないかという、一種のディ

ストピアのように語られることがあるので、その話も少ししたい。現

実空間では監視カメラとかマイクに死角があるかもしれず、死角であ

ればつかの間の自由を得ることができるかもしれないが、メタバース

は環境自体がカメラになっているのでアバターの一挙手一投足は全て

記録される。実際にはデータ容量の関係で全部記録するというのは難

しいかもしれないが、メタバース内で犯罪や嫌がらせが起きた場合に

ちゃんと記録しておいてあとで証拠になるという有用性があるので、

逆に記録しないと PF の責任が問われることもあり得る。 

・他人に不作法にカメラを向けられるというのは先ほどの肖像権で対抗

する可能性があるが、メタバースに入るとそれ自体がカメラになって

いることには気づきづらい。 

・アバターの動きとともに、ユーザの視線、音声、頭の動き、手の動

き、表情、瞳孔等の生体情報が直接的に記録され得る。稲見昌彦氏

（東京大学先端科学技術研究センター副所長）は高機能・高価格の VR

デバイスの新製品を「センサーのお化け」と評しており、センシング

技術の塊であるというのが隠れた本質であるが、ユーザはその点には

気づきづらい。 

・このようにメタバースは監視空間のようになっているかもしれない

が、ここで思い出すのは、インターネットの普及期に当たる 1996 年

に「サイバースペース独立宣言」が発表されたことであり、その中の

一文に「我々のことは放っておいてくれ（I ask you of the past to 

leave us alone）」がある。ここに古典的なプライバシー意識が反映

されているなと思っており、政府とか大企業などはインターネットに

入ってくるなという勇ましい宣言が出たのだが、今回のメタバースブ

ームではそのような宣言が出ることはなかった。最初から巨大プラッ

トフォームがメタバースを構築しているという前提だから、むしろ、

「オープンメタバース」という概念がよく使われているなと感じてお
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り、ユーザは求めていないかもしれないが、事業者における一種の倫

理のようになっている。 

・次に、アバターのアイデンティティを考えていきたい。憲法学者の棟

居先生は、自己イメージコントロール権について「人間が自由に形成

しうるところの社会関係の多様性に応じて、多様な自己イメージを使

い分ける自由」とプライバシーを捉えたが、これは社会を先取りして

いるような説とも捉えられるのではないか。石井先生の論文でこの学

説について詳しく分析されているが、特に他者の視界において自分の

姿を自分でコントロールできるというそんな権利があるのか、それは

できないかもしれない。 

・自己が他者にどういうように評価されているのかについて、評価に法

的な制約を課すと他者の内心の自由の制限になってしまう。ただ、前

提として誤った情報等により自身の誤ったイメージが形成されること

に対抗できる利益はあるのではないか。メタバースの話ではないが、

例えば、グーグルのサジェストなどで芸能人の名前を入れると麻薬と

いうようなサジェストが出て、全然関係ない事実無根のことでもそう

いうイメージが形成されてしまう可能性が考えられ、こういう誤った

情報を削除する権利は認められるのではないか。 

・アバターのポータビリティについては、アバターのアイデンティティ

に関わる問題だと思うが、事業者・PF を超えて同じアバターをどこで

も自分の姿として使用することができるようにするという VRM という

日本発の規格がすでにあるが法規範としての整備も必要かなと思う。 

・特にアバターは、自己の人格が投影され、自己のアイデンティティの

象徴になっている場合もあるので、EU の GDPR20 条が「データポータ

ビリティ」を定めているが、あれは競争政策的な観点、同じプラット

フォームに支配されないようにという観点が強いが、むしろアバター

の場合は、人格権保護としての可能性が強いのかなと思う。現実空間

では、もちろん成長したり老化したりして変化はあるが自己の容貌は

一生涯自分のものであり続けるのでこの顔でいることを奪われること

はない。アバターの世界でも同じような権利が必要ではないか、それ

をアバターポータビリティ権とできるのではないか。 

・プライバシー権をめぐる憲法学説として通説と位置づけられてきた

「自己情報コントロール権」説は近年分が悪いが、アバターについて

はアイデンティティや自己決定が重視される傾向も強いので自己情報

コントロール権とか自己イメージコントロール権的な発想と相性が良

いので、援用されやすい。 

・現状、アバターの人格権と言っても「アバターを用いる人間の」人格

権である。岡嶋先生の話にもあったとおり、ゲームやメタバース空間

には、自動的、自律的に活動する NPC（ノンプレイヤーキャラクタ

ー）や、AI に自己の思考や行動を学習させ再現させたアバターも存在

し得る。例えば、パーマンのコピーロボットのようなもの、自分の分
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身みたいなものをメタバース内に放ってあとで情報共有できるような

ものを使う可能性もある。そういうものをどのようにしていくのかと

いうのが法的な問題としてこれから考えないといけないだろう。 

・では、そういう NPC とか AI アバターのようなものと、従来型の人間

が裏で操作しているアバターを識別できるようにすべきなのか、その

ような世界を構築すべきなのか。ゲームなどでは、あまりそれをやる

と興を削ぐ場合があるのであえて区別できないようにするというのも

ありではないか。そうすると、NPC アバターにもハラスメント・誹謗

中傷等をしてはならないという新たなルールが必要になるかもしれな

いなと思う。 

・キャラクターの人権、NPC の人権なども、岡嶋先生も著書でおっしゃ

っている最先端の議論としてあるが、それを認めるというのはなかな

か今の法学的には難しいと思うが、人間と NPC が区別できないためひ

っくるめて保護してしまおうという時に、実はキャラクターの人権が

発生する苗床というか萌芽になるのではないかと考えている。 

 

(3) 質疑① 

 須藤先生：現状、プライバシー権は自己情報コントロール権とする見

解が最も支持される見解だと習ってきたが、それに反論す

るような有力な説はどういうものなのか。 

 原田先生：実際には GAFA が情報を握っていて個人ではコントロール

しようがないという現状に鑑み、コントロールという概念

が現実に通用していないのではないかという認識の下、む

しろ、自己情報を適切に扱ってもらうという構造的な権利

としてプライバシー権を理解した方がよいのではないかと

いう説が最近有力に出されている。つまり、自己決定権的

な意味でのコントロール権というのは一種幻想であるかも

しれないので、そういう発想ではなく、構造的に巨大な PF

において自己情報が適切に取り扱われるということを担保

させるという権利として転換したら良いのではないかとい

う説である。 

須藤先生：OECD で AI 原則を作る際の委員だったのだが、コントロー

ルという言葉は使うのをやめようとなり、スチュワード

（steward）という用語が用いられた。巨大プラットフォ

ーマもスチュワードの観点でサービスを供給せよと。幹事

のようなものでみんなのために奉仕せよという意味と説明

しているが、それを相即するような考え方のように思え

た。 

 参加者 ：資料 p.16 の自己イメージコントロール権における自己の

評価形成について、個人的には誹謗中傷等で対応可能かと

思われるが、どのように区別して考えればよいのか。 

 原田先生：誹謗中傷の場合は自分に何か言葉を投げかけられるなどで

自分が認知できるが、そうではなくて他人に誤った情報に
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基づいて自分のイメージが形成されるのではないかという

起点リスクの段階、自分では認知できないけれどもそうい

う不安がある状況。例えば、事実無根のサジェストが出て

しまうという、そういう状況自体に何かこれから守られる

権利・利益が考えられるのではないか。まだ誹謗中傷を受

けていないのだが、そういうリスクがあるという段階で、

サジェストを削除するという権利・利益があるのではない

か、実際に誹謗中傷を受けていなくても不安なのではない

か、そういう議論をし得るのではないか。 

 参加者 ：アバター、AI に人格権を与える議論について、欧州では

AI にも人格権を与えるべきという議論があった。もうすで

に AI が取引を行い、契約を行っているので法人格のよう

なものを与えるべきという議論がある一方で、国連はコン

ピュータや AI に人格権を与えるというのは人と機械を一

緒にするようなものであるため権利を与えるべきではない

という議論もある。民間では、法人の法的な発展を見る

と、法律的な契約関係を持たせるために法人に人格権を与

えるという発展をしてきており、AI ももしかすると同じよ

うになっていくのかなと思うのだが、将来的な AI 等に対

する人格権の種類とか未来について先生の見解があれば伺

いたい。 

原田先生：ヨーロッパ等で「電子人」のように、ロボットに人格性を

認めようという議論も存在する。法人にもいろいろ人格権

が認められ、名誉権、氏名権も認めている裁判例や判例も

あり、その範囲で、自然人ではないものへの人格権付与も

あり得て、すでに日本では判例上も認められている。投資

する bot 的な AI に対しても一種の法人格的な人格を認め

た方が、社会取引の効率上良いのではないかとなれば、

（人格権の付与を）認めていくということはあり得るので

はないか。 

原田先生：アニメキャラ、初音ミクなどのキャラクター的なものに一

種の何かの（人格権）が付与できるかという議論を別の論

文に書いてみたことがある。例えば、初音ミクは、いろん

な人が関わっており、彼女に関する歌を作るなど創造をし

ている。このようなネット民達、２次創作者達の集合体が

一種の初音ミクの法人の社員として働いていると構成して

捉え、初音ミク自体に一種の法人格というか人格を与えて

彼女の権利・利益のようなものを考える、ＳＦ的だがそん

な発想もあるのではないかと思っている。 
 

(4) 福井 健策先生ご講演「生成 AI,メタバースと知財」 

・導入として、コンテンツ爆発ということを申し上げたい。資料 p.2 の

左図はインターネット上で１分間に起きていることを示している。例
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えば、インスタグラムに１分間で 35 万点の画像がアップされる、

youTube 上には 500 時間の動画があがるといったように、爆発的に増

えている。その主な原因はやはり万人が情報の発信者になったことが

大きいだろうと思う。そのことがＵＧＣ（User Generated 

Contents）文化ということで、右の表に出てくるが流通チャンネルが

大きく変わり、コンテンツは希少な時代から今や過剰であるという時

代となった。 

・これ（コンテンツ爆発状況）を端的に表すのがメタバースなのではな

いかと思う。あらゆる人間活動、それに伴ってあらゆるトラブルがメ

タバースに持ち込まれ得るということだと思う。例えば、商品売買や

メタバース上で働いてみた場合でのトラブルがある。偽物の出現、有

名なのはメタバーキンである。エルメスのバーキン、高級バックの代

名詞だが、これをフワフワのデジタル上のアイテムにして売り出した

ら飛ぶように売れてすでに１億 5000 万円ぐらいの売上になったそう

である。最初はエルメスがバックアップしているという誤解もあった

ようだが、無断で売られており、エルメスはこれを商標権侵害だと言

って訴えて勝訴をしたが係争は続いている。そのほか、妨害とか嫌が

らせ、ストーカー行為などがすでにある。 

・現状、メタバースを巡る法律はどうなっているのかというと、メタバ

ース法はなく、予想としては今後も作られないであろうと思う。これ

は準拠法とか管轄という問題もあり相当に難しい。今後も、プラット

フォーム中心の規約やアーキテクチャで、規律が動いていくのではな

いかと思う。これが、既存の法律や解釈、岡嶋先生、原田先生のご発

表になったような議論の影響も受けながら、それを応用したり誤読し

たり無視したりしながら、とりあえずは膨張を続けてきて今少し休止

しているのが今のメタバースかなと思う。 

・そういった中での知財問題の全体状況はどうなのか。ざっくりどうな

のかということだが、よく、電脳空間上で「土地や建物を持つ」「ア

イテムを譲り受ける」と言うが、データ、情報に所有権はない。おそ

らくそれを保有したい、所有したいと思うことはいろんな意味でナン

センスな要素を孕んでいるのではないか。よって、メタバース上、サ

イバースペース上で何かを保有するということ、データオーナーシッ

プというものの本質は、多くの場合にはデータ上で何かが記述されて

いることであり、それは PF 等との何かの契約関係を意味するケース

が多いと思う。 

・そこに（こうした空間に）知的財産権がどう働くのかという点は、デ

ータの所有権そのものはないのだが、それ的なもの（近しいもの）が

あるとすれば、それは著作権などの知的財産権なのだろう。本来は個

人が独占保有できない、非競合性・非排他性を持っている情報にある

種の独占性を与えるための制度が知的財産制度である。 

・これは常に（権利を）行使すべきであるという問題ではなく、本当に

行使したいのか、このエコシステムにおいて知的財産権を行使するこ
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とは何の役に立つのかという点がまず、最初に検討されなければなら

ない。行使したいとなった場合に知的財産権というのは有力なツール

なんだろうなと思う。 

・サイバースペース・DX とそれに関わる主には知的財産権その他の権利

についてであり、不完全ではあるが思い出すときに役に立つので資料

p.5 に表でまとめた。上側には要素・素材（各種権利）が並び、左側

が行いたい利用が並んでいるが、メタバースで使いたいというと大抵

は撮影とかデジタル化とかサーバ蓄積であり、AI だと機械学習だが、

これは全て複製に当たる。メタバースで何かを行って皆が見るという

のは配信行為である。そこについて赤い〇であれば権利が働く、つま

り無断ではできないことを意味する。厄介なのは△で実演家の権利は

ワンチャンス主義という例外があるの権利が働いたり消えたりする。

もちろん、著作権法は例外規定が充実して社会が円滑に動くようにな

っており例外規定に該当すれば自由に行うことができる。 

・例えば、「90 年代の下北沢」を、VRChat 内でワールドとして再現す

るにはどれほどの知的財産権の処理が必要になるのかという話題を皆

さんで考えるという時間を持ちたいところで、各論で、街並み・建物

を再現するにはどういう処理が必要か、既存のものをコピーするのは

どうかなどの論点があるが、本日は時間の関係上飛ばす。 

・メタバースは、一言言えるのは、作り上げるだけでも、知的財産権の

処理はほぼ不可能なほど厄介である。それ（知的財産権の処理）との

取組もあるが、その（知的財産権の処理）うえで使われているアイテ

ムが活用されていること自体が厄介な問題を孕んでいることがある。

そこに、原田先生のお話にあった人格権的な要素も入ってくる。 

・ここに AI が入ってくるが、AI は質的にも量的にも（コンテンツを）

増大させて、拡張させてしまいそうな状況である。分量もスピードも

両面においてである。量は質を伴うので、我々の社会の在り方を根本

から変えるものではないかということで、世界全体で議論している。 

・今、裁判が多発しているのは AI 開発のための学習である。Common 

Crawl や LAION-5B などは有名だが、大規模なデータセットを学習し

て、何十億点というようなコンテンツを学習してきたことが、話題の

生成系 AI の 20 年代以降の超進化の原動力となっている。そうする

と、学習された側がなんとなく、あるいは、とても不満という状況に

なっている。 

・これ（資料 p.13）が LAION-5B という世界最大の画像データセットで

あるが、ナルトという言葉を入れるとこのように画像が出てくる。米

国では裁判が起きている。Getty という世界最大のフォトストック、

いわゆる画像データベース業者は５億点の権利処理済みの画像を持っ

ているが、我々の画像を勝手に学習するなという裁判を起こしてい

る。クリエーターなども裁判を起こしており、作家協会なども裁判を

起こしている。そこでの争点は、米国では有名なフェアユースという

規定があり、公正な利用で権利者に市場であまり迷惑がかからないの
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であれば著作物を無許諾で使ってよいよという規定で米国 IT 産業の

発展の原動力だったが、AI 学習がフェアユースに当たるのかが問題と

なっている。 

・従来は、米国の裁判所はフェアユース大好きであり、いわば「フェア

ユース無双」という状況があり、結論は見えてそうな気がしていた

が、最近の社会情勢からはちょっと分からない。米国政府もある方向

に動き出したこともあり、フェアユースは全く認めないということは

考えにくいが、こういう場合はフェアユースが成立しないという判決

が出る可能性もある。 

・EU は、AI 学習を許容しているが、営利目的の場合にはオプトアウト

可能としている。一定の方式に従わないとオプトアウトできないが、

今後の学習から除いてくれというオプトアウトは可能となっている。 

・欧米はこんな状況だが、日本は、早稲田大学上野教授が名付け親であ

ると思うが、「機械学習パラダイス」などと呼ばれる。著作権法には

30 条の４とか 47 条の５という規定があり、AI 学習のためのデータベ

ース化などの複製は可能である。よくある誤解は学習そのものを禁止

するか否かというのがあるが、そんな著作権法はおそらく世界的にも

なく、学習のための複製が論点である。 

・日本は可能としているが、無条件で可能としているわけではなく、但

し書きがあり、著作権者の利益を不当に害する場合は除くとされてい

る。これは常識的な但書だと思うが、「不当に害する場合」は何かと

いうのが問題であり、文化審議会や知財本部の検討も含めて複数並び

立っている政府系の検討会議で議論していくのかなと思っている。 

・不当に害するとは何かであるが、例えば、特定人のスタイルをまねて

そっくり AI を作ってしまうのはさすがに良くないのではないか、そ

れは市場を奪いかねないから良くないのではないか。そのための特化

型 AI の学習であれば認めないとか、EU のように商用の時に権利者が

オプトアウトを希望している場合にオプトアウトを認めないのは不当

に害していないか、など。これらをガイドライン、それで足りない場

合は法改正もという議論がなされるのではないか。 

・次に AI 生成物、つまり、AI が自動生成したものが人の作品とそっく

りだったらどうなるのかという議論である。これ（資料 p.15）が昨

年、Stable Diffusion が大変話題になった時に私自身が試して出力さ

れた絵である。法廷で、裁判官の前で弁論をする高齢の弁護士、ディ

ズニーアニメ風という指定をしてみたら、これ（資料 p.15 右図）が

最初の一枚である。裁判官は奇数でなければならないが２名であり、

相手方の弁護士は（裁判官と同じミッキー風なので）明らかに裁判官

とグル（なように描かれているの）であり、悪夢のような法廷の絵と

なっている。これはおそらく、ディズニーは許してくれるであろう

し、法廷に持ち込まれても著作権侵害といわれるリスクはほぼないで

あろう。あまりに似ていない。ミッキーだと、言いたいのかなという

のは分かるが、それだけで著作権侵害は発生しない。 
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・ネット上で有名になったが、Midjourney で何度もやったら、これ（資

料 p.15 左図）が出たと言われて、別の研究成果でもごく稀に学習し

たデータとほぼ同じものがでる場合もあるということがあるので、本

当かもしれないが、これが出たらさすがに著作権侵害だろうと思われ

ているが、これも実は議論が分かれている。 

・というのは、著作権侵害は一般に依拠と類似性の両方により判断され

る。つまり、どんなに似ていても、元の作品に基づいて作られていな

ければ著作権侵害ではない。偶然の一致は許すというのが著作権法の

大きな考え方である。偶然なわけないだろう、ディズニーミッキーマ

ウスと入れているのではないかというのはそのとおりだが、問題は AI

学習が「依拠」なのかという論点である。私は AI 学習のデータと同

じようなものが出力されたら、さすがに依拠と言えるのではないかと

考えており著作権侵害であるとしてやむを得ないと考えており、そう

いう見解の研究者も多いが、いや依拠はないとする説もあいる。 

・というのは、AI は学習した個別の作品をメモリの中に持っているわけ

ではなく、パラメーターとして傾向を学んだだけであるから覚えてい

ない。このところを強調すると、依拠性なしとも言える。 

・類似性については、これ（資料 p.15 左図）はさすがにありというこ

とになるが、スタイル作風だけが似ている作品が圧倒的に多い。従

来、スタイル・作風は著作権で保護してこなかった。なぜなら、アイ

デアは自由流通であり、そうすることが人間発展の原動力であったか

らである。我々は先人のアイデアを学んでここまでやってきたのであ

る。しかし、このままでよいのか、AI の場合はこのままでよいのか、

いくらなんでもフリーライドが横行するのではないかという議論もあ

る。 

・そんなこともあり、AI 開発側も悩んでおり、リスクが多くてどこまで

許されるのか分からない。そこで脚光を浴びているのが許諾モデルで

ある。許諾をもらって開発側が困るわけではない。４億 3000 万点以

上の画像を管理している「Shutter Stock」という事業者が画像デー

タを有料で提供し、学習に使われたらクリエーターに対価を還元しま

すよというモデルを始め、110 万点ぐらいのライセンス事業を開始し

た。ID に基づいて学習から還元しますよという試みである。 

・これと関連して世界がしのぎを削っている動きがデジタルアーカイブ

である。つまり、この許諾に基づいて AI 学習をしようと思ったら、

大量の整理された良質の学習データが必要であり、それをデジタルア

ーカイブというので、再び脚光が当たっている状況である。 

・EU は、「分野別データスペース」というデータ戦略を 2020 年に発表

した。各分野の過去のデジタルアーカイブを DX や AI、仮想空間にお

ける活用に提供しようという戦略を発表した。この中のいわゆる文化

的な、コンテンツ分野の役割を担っているのが「Europiana」であ

り、ヨーロッパ中の電子博物館・電子図書館など 3500 以上をネット

ワーク化し横断検索によってデジタルコンテンツにアクセスできるよ

うにした。すごいのはその数であり、デジタルコンテンツ 5200 万点
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以上にアクセスできる。日本でもこの種の数字が出ることがあるがメ

タデータでありいわゆる書誌情報であるが、EU のものはコンテンツそ

のものである。しかもそのうちの 45％にクリエイティブコモンズライ

センスなどのどうやったら利用できるかの情報がついている。つま

り、そのまま使える。これにある程度 EU のデータ戦略の比重が置か

れており、使われているお金もすごい。年間 10 億円ぐらいで運用さ

れているが、これのほぼ全てが EU からの拠出金である。日本も、こ

んなことにも力を入れるべきではないか。 

・許諾と非許諾の最適なバランスが今後のキーワードではないか。主戦

場は世界であるが、国内でも自由な AI 学習を認める現在の著作権法

の重要性はなくならないと思う。そこに秩序が求められているので一

定のガイドラインは必要ではないか。 

・一方で、許諾に基づく良質なデータセット・アーカイブの学習と、対

価のクリエーターへの還元についてはもう一つの柱として重要ではな

いか。 

・最後に、そっくりな AI 生成物が生まれてしまった時の場合の決め手

については今のところない状況である。まず、議論を整理が必要であ

るが、見つけられないことにはどうしようもないので、開発者にとっ

てもユーザにとっても、そういう危ないものを生み出したかどうかを

確認できる発見ツールが重要である。 

・また、社会に対し AI 生成物であることを明記するルールが重要では

ないかと思う。 

 

(5)山口 真一先生ご講演「生成 AI がもたらす偽・誤情報新時代と求め

られる対策」 

・まず初めに簡単に自己紹介をする。私は経済学博士であり、特に専門

は計量経済学というデータ分析手法の一種である。その手法を使っ

て、フェイクニュース（偽・誤情報）、ネット炎上、誹謗中傷といっ

た SNS 上の諸課題や情報社会の新しいビジネスモデル、情報経済論な

どの実証研究をしている。本日の発表と関連したところでは、内閣府

の AI 戦略会議の構成員を務めており、こちらの教室で「情報戦略

論」という科目の非常勤講師を勤めていた。 

・現在、生成 AI があらゆる分野で実用化の閾値を超えてきていて、日

本において利用率が急増してきている。そういった中で、経産省が経

営者や従業員が身につけるべきスキル、「デジタルスキル標準」を発

表しているが、８月、その中に AI というものが入った。それぐらい

注目されている。 

・様々なメリットのある優れた道具であることは間違いないが、凄いポ

テンシャルを持った道具であるからこそリスクも存在する。偽・誤情

報のまん延であるとか、本日も議論になっている知財侵害や情報漏え

い、サイバー攻撃、戦争・プロパガンダへの利用、詐欺、様々なこと

があると指摘されている。 
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・その中で、マイクロソフトの社長は AI で最も懸念されるのはディー

プフェイクであるという話をしている。米国の調査で、ChatGPT の最

新モデルでテキストを作ったが、なんと 63.5%の人が人間により作ら

れたものであると誤答したことが分かった。要するに（人間が作った

のか、AI が作ったのかが）もう判断できなくなっている。これ（資料

p.6）の右側は大変きれいな絵画であるが、これは AI によって作られ

た。このように AI によって作られた絵画が美術コンテストで優勝し

てしまったということで話題となった。 

・こういう状況がある中で、AI と偽・誤情報という話をしていきたい

が、その前に、そもそも偽・誤情報というものが世界でどういうこと

になっているのかというところからお話したい。 

・2016 年は偽・誤情報元年と呼ばれる。2016 年の大統領選挙では、選

挙前３か月間で、トランプ氏に有利な偽・誤情報は 3000 万回、クリ

ントン氏に有利な偽・誤情報は 760 万回シェアされたと言われてい

る。これは、この３か月間シェアされた事実のニュースより多いとさ

れ、それぐらい偽・誤情報というのは拡散された。例えば、右側（資

料 p.8）、有名なピザゲート事件であるが、あるレストランがクリン

トン氏の関与する児童売春組織の拠点であるというフェイクニュース

を信じた人が（店に）押し入って発砲したという事件である。 

・もう一つ、新型コロナウイルスというものが我々の社会に大きな影響

を与えたが、その中でもデマとか陰謀論などが大量に拡散されて、

WHO はこれを「Infodemic」というように呼んでいる。例えば、右側

（資料 p.9）は５G の電波が新型コロナウイルスを拡散しているとい

うデマが世界中で拡散され、左側（資料 p.9）の写真はそのデマを信

じた人が５G の電波の基地局に火を放って破壊活動をしたという写真

である。こういったことが世界各地で行われた。ロシアがウクライナ

に侵攻しているが、戦争でも偽・誤情報が流通しており、情報戦であ

ることが指摘されている。例えば、右側（資料 p.10）はゼレンスキー

氏が降伏を呼び掛ける動画であるが、facebook やテレグラム上で拡散

されたが、その動画は全くの偽物であった。 

・日本も全く対岸の火事ではない。例えば、災害時デマ投稿等の事例が

ある。真ん中（資料 p.11）はあまりに有名だが、熊本地震の際のライ

オンが逃げたとするデマを流して書類送検されたという事例である。

右側（資料 p.11）は安倍元首相が被災地を訪れている写真でありこれ

が右上（資料 p.11）のようにスタジオで撮影されたと主張した（デマ

を流した）人がいた。なぜこれを取り上げただが、右下（資料 p.11）

は日本語でなく台湾のファクトチェック機関が行ったものである。つ

まり、このデマは台湾で拡散されたために台湾でファクトチェックさ

れたという事例である。このように日本で発生した偽・誤情報が海外

に展開されることも既に発生している。 

・2015 年からグーグルジャパンとイノベーション日本というプロジェク

トをしており、2019 年から偽・誤情報というテーマで実証研究をして
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おり、今でも続き、2023 年度も続いている。最近の研究内容について

少し共有する。2022 年と 2023 年に発表した調査研究結果だが、実際

の２分野（新型コロナワクチン、政治）と陰謀論の３つについて各６

件を使って調査を行った。その結果、コロナワクチン関連は 37.1％、

政治関連は 26.4％、陰謀論は 19.1％の人が少なくとも一つに接触し

ていた。従って、少なからず人々は偽・誤情報に接触しているという

ことが言えるし、６つしか使っていないので非常に接触率が高い。 

・残念なことに、偽・誤情報に接触した後にこれが誤っていることに気

づけている人は非常に少ない。典型例が政治関連であり、図の真ん中

（資料 p.13）の濃い色が「正しい情報だと思う人」で、薄い普通のブ

ルーが「分からない人」、一番右側が「誤っている情報だと思うと答

えた人」である。上から年代別になっており一番下が全体である。政

治関連の偽・誤情報に接触し誤りに気付けた人は加重平均を取ると

13％しかいない。要するに 87％の人は騙されているという結果が出て

いる。新型コロナワクチンと陰謀論になるとこの（誤りであると気づ

けた人の）数字は少し上がるが、それでも大半（６割弱）の人が騙さ

れている。 

・もう一つ言えることとして、年代別に見ると、特に政治関連は顕著だ

が、実は 50 代、60 代といった中高年の方が偽・偽情報にだまされや

すい傾向にある。 

・ここで言いたいのは、偽・誤情報というと SNS をいっぱい使っている

若い人の問題と思われがちだが、そうではなく、全世代、老若男女問

わず関わってくる問題であるということである。 

・ここからは、拡散行動についてお話したい。残念なことに偽・誤情報

とか陰謀論は事実のニュースよりも拡散されやすいと分かっている。 

・その拡散手段として調査した中で分かったことがある。最も多い拡散

手段は、家族・友人・知人との直接の会話であり、圧倒的に多い。付

け加えるならば事実のニュース（の拡散手段として）でも多い。実

は、偽・誤情報はネットだけでの問題ではなく、社会全体の問題であ

る。 

・その拡散行動について、右側（資料 p.16）のような図の数学的モデル

を用いて分析したところ、偽・誤情報を信じている人は、誤っている

ことに気付いている人と比較して、圧倒的に拡散させる確率が高い。

また、メディアリテラシーや情報リテラシーが低い人ほど、偽・誤情

報を拡散していることも分かっている。つまり、偽・誤情報を信じて

いる人とかリテラシーの低い人ほど大量に情報を拡散してしまう、そ

ういう言論空間に我々は接していると言える。その結果起こることに

ついて、別の研究結果からの引用だが、「真実が 1500 人以上にリー

チするにはフェイクニュースより約 6 倍の時間がかかる」、それぐら

いにすごいスピードで広範囲に拡散されやすいのが偽・誤情報だと言

える。 

・さらに、その社会的影響について実証実験を行った。二つの偽・誤情
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報を使い、それは保守系の政治家とリベラル系の政治家それぞれに不

利な偽・誤情報を用意してそれを聞く前と聞いた後でどう支持の分布

が変わるかを調査した。（資料 p.18 の）棒グラフが聞く前の支持の

分布であり、折れ線グラフが聞いた後の分布である。左に行くほど支

持しており、右に行くほど支持が低いとなっている。見ると、偽・誤

情報を聞いた後、少なからず人々は支持を下げることが分かる。 

・これ（資料 p.19）を見ると、弱い支持層ほど偽・誤情報を聞いて支持

を下げやすいという傾向が見られる。これが意味することは、弱い支

持は支持層の中では人数が多いので偽・誤情報はそれだけ選挙に影響

を与えていることが否定できないということである。 

・こういう中で、AI はこの情報環境にどのようなインパクトをもたらす

のかだが、ディープフェイクの大衆化が起こったということがある。

技術が発展したことにより、誰もが自由に偽画像とか偽映像が作れ

る、人類総ディープフェイク生成時代とも言える状況が起きている。

今後、偽・誤情報の爆発的増加が予想される。例えば、一番左側（資

料 p.21）は去年の静岡県の水害で「ドローンで撮影された静岡県の水

害」というタイトルの投稿であったがいずれも AI によって作られた

ものであった。一番右側（資料 p.21）はディープフェイクを使った動

画通話詐欺が中国で発生、被害額が 8500 万円とあるが、要するに知

人とか有名人とかになりすましてお金をとるという詐欺である。これ

は中国だけでなく、世界各国ですでに起こっている。日本でも発生し

ている。日本は特殊詐欺大国であり、そういう（詐欺を行う）人たち

がこういう技術を使わないわけがないため、今後（日本で）被害が拡

大していくことが予想される。さらに、私が懸念しているのは、裁判

等の証拠画像や映像などの捏造が増えるのではないかということであ

る。 

・もう一つは、世論工作も大衆化したという問題である。例えば、左側

（資料 p.22）の親中国の世論工作で AI が使われたということなのだ

が、この生成 AI が月額 4000 円の安いサブスクサービスを使っていた

というものである。また、イスラエルのあるグループは４万件にも及

ぶアバターを作成しそれらに SNS のアカウントを付与し、AI で SNS へ

の投稿を自動生成して bot で投稿させることによって世論工作をする

ビジネスをしていた。これはアフリカでもすでにそれが使われたとい

う話だが、そういうビジネスまでも起こっている。 

・こういうビジネスや政治的な動機をもって AI を操作して世論工作を

するということの参入障壁が下がっており、これからどんどん参入す

る人が増えることが予想される。 

・もう一つ言えることとして、生成 AI による偽・誤情報はこれからま

ん延していくであろうということだが、信頼できる情報源というのは

重要になってくる。しかし、それも今後危うくなってくる。例えば、

右側（資料 p.23）はアメリカの国防総省で爆発が起きたとする画像で

あるが、ブルームバーグを装ったブルームバーグ・フィードというア
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カウントが投稿した。メディアのふりをした偽・誤情報の拡散が今後

増えていくであろう。また、メディアが偽画像や誤情報を取り上げて

しまって誤った報道をしてしまうということもあるだろう。実際に、

インドの主要なテレビ局がこれを報じてしまった。 

・また、生成 AI を報道に活用することで誤報が増えるのではないかと

いうこともある。実際に左側（資料 p.23）にあるとおり、生成 AI を

導入したメディアで、健康コンテンツ 1 本の中に 18 もの不正確な記

述が見つかったという例が出ている。今後こういったことが増えてい

く可能性がある。信頼できる情報源としてマスメディアと考えていて

も、そちらもまた、影響を受けていくことが言える。 

・偽・誤情報が生まれる背景として２つあり、一つは経済的理由、広告

収入を目当てにか、あるいは世論工作を請け負うなどの経済的背景で

ある。もう一つが政治的理由である。この２つが偽・誤情報が制裁さ

れる原因であるが、これは AI の時代にも全く変わらず、この動機で

生み出すことが簡単になるという状況になるということである。 

・これらに対して、社会の対処法はどのようなものがあるのか。まず、

法律とか政府の在り方であるが、基本的には AI に対して最小限の規

制であることを心がけるべきと思う。ここでいう規制とは、全部禁止

するといった規制はやめましょうということであり、ネガティブなポ

イントを押さえて社会的厚生を最大にすることが重要と考える。 

・強い法規制は活用や技術革新を阻害するだけではなく、結局便利だね

ということで隠れて使ってしまい問題がより見えづらい場所で起こる

のではないかと思う。 

・偽・誤情報関連での強い法規制については、左図（資料 p.27）のよう

に人々にアンケート調査をすると 74％ぐらいの人がフェイクニュース

は法規制した方が良いと答えているが、そういったことは当然大きな

リスクをはらむことになる。偽・誤情報などの定義があいまいなもの

を法規制すると政府がそれを使って反対する者を逮捕するというよう

に使うのではないかということが指摘されており、実際に、ロシアや

マレーシアといったところでは起こっている。 

・そういう中で、一つ政府の役割としては、業界の自主規制や自主的取

組を後押しする役割は期待され、事業者との連携・コミュニケーショ

ンはどんどん行っていくべきである。 

・また、透明性の確保を求めていくということもある。その際には、ど

ういう社会を目指すのでこういうデータを出す必要があるということ

をしっかりエビデンスベースで、政策方針を決定することに資する透

明性を企業に求めていくことが大事である。 

・さらに、人のリテラシーによる対応を超えてくるため、技術による対

抗も必要である。そのためには、民間の研究開発や、研究支援で研究

機関・大学での開発を促進することが大事である。このような技術は

結構出ており、例えば、一番右側（資料 p.28）であるが、フェイクバ

スターズ（NHK）という番組に出た際（９月 30 日に再放送がある）に
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共演した「NABLAS」（ナブラス）という会社が先ほどの米国防総省の

爆発の偽画像を技術的に検証して AI が作ったものかどうかを判断し

ているというものである。この時は AI が作った可能性が高いという

判断が出たのだが、黄色とか赤になっている部分が特に怪しいらし

い。人間の目からは全くそんなにあやしいとは思えないが、AI を使う

と分かるということで、AI が作ったかどうかを判断する技術の発展は

とても大事である。また、それが公で使えるようになり、SNS にアッ

プされたものについて AI が作ったものかどうかが分かるようになる

世界観が望ましいのではないか。ファクトチェック組織やメディア企

業がそういうものを使えることも大事かなと思う。 

・PF 事業者には改善に向けた努力、透明性確保は大事であり、日本ロー

カルでの透明性、これも求めていく必要があるかなと思う。非常に多

くの施策ができそうであるので、こうした施策を行っていくべきであ

る。 

・もう一つは、経済的な理由から偽・誤情報を拡散させようとするとい

う人がたくさんいるが、それを止めるためには広告収入を流さないこ

とが大事なのではないか。そういう仕組みを作ることも大事ではない

か。 

・また、ファクトチェックの推進というのも AI 時代においても大事で

あり、これ（資料 p.31）はファクトチェックに効果があるという実証

研究の結果である。一方で、AI が作ったものをすべてファクトチェッ

クするというのは絶対不可能であるため、優先順位をつけてやってい

く必要がある。例えば、災害とか選挙とか、医療、健康などである。

こういったものは、有識者が優先的にチェックすべきだと言ってい

る。 

・以上を踏まえて最後になるが、対策に特効薬はない。根絶は不可能だ

が改善を図ることができる。「自由・責任・信頼があるインターネッ

ト」を築くためには、ステークホルダー間連携で効果的な施策を取る

ことが重要かなと思う。例えば、左側（資料 p.33）の図のように AFP

通信とグーグルが組んでファクトチェッカー養成講座を作ったが当然

英語であり日本にこういうものはない。一番右側（資料 p.33）、マイ

クロソフトが偽動画かどうか判断するソフトウェアを開発してメディ

アに配ったというニュースであるが、その対象に日本の企業は入って

いない。こういう中で、日本においてもステークホルダー間連携を進

めることが大事かなと考えている。 

・まとめると、生成 AI は道具であり、企業の生産性・創造性を高め、

個人の人生を豊かにするポテンシャル、これは間違いなくある。私自

身も使っている。ただ、良い点を伸ばして悪い点を抑える戦略が必要

である。よって、正しく怖がって正しく使うことが何よりも重要だと

思う。 

 

(6) 質疑② 

 参加者（オンライン）：日本の AI 学習を禁じる旨を記したうえで自
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分の作品を公開しているイラストレーターの方が見られる

が、このようなステートメント、記載が有効なのかどう

か。定型的な約款として機能しないのか。 

福井先生 ：日本では EU 型のいわゆるオプトアウトのような法制度は

まだ取り入られていないので、よって、（学習利用禁止

の）意思表示だけですぐに AI 学習ができなくなるという

効果はすぐには生まれない。ただし、規約として効力を持

ってくるときは話が変わる。規約に AI 学習は禁止である

と書いてあってその規約に同意しないとログインできない

ような場所にイラストをあげている場合には、それは規約

に同意して入ってきているので契約となる。契約には（民

事上の）拘束力があり、それを無視して AI 学習をしてし

まうと著作権侵害ではないが、契約違反ということになり

得る。 

もう一点は、先ほどの「権利者の利益を不当に害する」と

いうことを判断するうえで、イラストレーターがそういう

意思表示を行っていることが意味を持つというガイドライ

ンが整理されていく可能性はある。 

須藤先生 ：著作権の問題はものすごくシリアスで一番重要であると思

うが、AI ガイドライン策定に携わっている３省（総務省、

経産省、内閣府）は統括していない。著作権についてはヨ

ーロッパなどはシリアスな対応してくる可能性もある。そ

の中で、G7 に出すための文書に何を重視して書いていくべ

きであると思うか。 

福井先生 ：今、文化庁の文化審議会で議論しており、いったんの結論

は出すことになると思う。よって、まず申し上げたいのは

各省庁がちゃんと連携することである。まずはファクトに

基づくことが重要である。技術でどこまで解決できるもの

はどこまでなのか、それを我々は知るべきである。 

また、市場の力、レッシングの４要素で技術や市場の力で

解決できるのはどこまでなのか。逆に、起きていると言わ

れる困った事態の実害はどこまでなのかというところを捉

えるべきである。そこで解決できるところに法規制を入れ

るべきではなく、法規制は最低限であるべきである。現場

でできることは、現場に任せるほうがスピードも速いし、

効果もあがる。その事実を踏まえた議論というのはとても

大事になるだろう。 

そして、広島 AI プロセスで日本は議長国であり、欧米の

間で一本串を刺せる立場であるのでタイムリーに日本から

発信を行うということが重要である。米国の上院で委員会

が立ち上がり比較的規制を意識させるような意見が飛び交

っており、米国が EU と足並みをそろえてしまったら日本

の意見は誰も聞かないということになりかねない。今、わ
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りと早いタイミングで日本の視点を入れていくことが大事

かなと思う。 

須藤先生：北野ソニーCTO と私が OECD の AI フューチャーズという研

究組織が７月に発足して先週第２回、第３回の会合があっ

たが、我々が G7 や他の国などで考えているものとは違

い、もうすでに汎用 AI の着地点を求めて検討に入ってい

る。今のいろいろな課題が出ているが、それを超えたとこ

ろで予想しながらやらなければならない。ヨーロッパ系の

研究者、イギリス系の研究者は結構悲観的である。我々

OECD のような国際機関でリスクマネジメント、アセスメン

トが重要だが、どうやってやるかは議論の幅があり、議論

百出である。著作権の問題も、力のある OECD のような機

関での議論が重要である。G7 も重要だが参加国が少なすぎ

るので、やはりイスラエルなども入っているので OECD が

重要だと思う。そういう中で、将来的には著作権も特許権

もどういう方向で留意し検討すべきか。 

福井先生：まず、著作権というものは元々とても人為的な制度であ

り、300 年の歴史しかなく、注目が集まったのはこの 100

年程度である。テクノロジー、特に複製技術の急速な拡大

に応じてビジネス、特に創作者の利益を守るためにその役

割を増大させてきたというのが 20 世紀の百年間であった

ということができる。その意味から、今も実験段階と言え

るほど不断の見直しがされて当然の法制度だと思ってい

る。その観点から言うと、少なくとも著作権について言え

ば、それを基礎づけてきたコンテンツが希少だという前提

がこの 10 年で抜本的に変わったと言える。 

コンテンツは今や過剰である。人間の時間の方が有限で希

少である。この過剰な状況下で、今までと同じ著作権は禁

止権で事前に了解を得なければ使うことができない、権利

者の権利行使に基づいて禁止を行っていくという仕組みで

はこの莫大な情報が生み出され流通する社会はおそらくは

回らないだろう。 

原則を事前の禁止から、やはりある部分は（著作物を）

使ったうえでの権利者によるオプトアウト、事後のオプト

アウトに移していかなければならない部分もあるであろ

う。ある程度の権利処理の自動化、権利情報データベース

を整備して一定の権利者の許諾は事前に意思表示されて支

払われたお金が分配されるような仕組みを強化していく方

向が必要なのではないか。日本政府の大きな方向性でいえ

ばそちらに向かっていると思うが、世界全体が今回の AI

のようなことが起こるととても動揺するので、そういう中

で大きな道筋を見失わないことが大事ではないかと思う。 

参加者 ：デジタルアーカイブの話が印象的だった。ヨーロッパで作
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られているデジタルアーカイブの受益者がどうなのかとい

う問題について、米国のビッグテックの（AI）生成モデル

を作っている会社がデジタルアーカイブを使って訓練する

ことがあり得るのか。それ（訓練済みの AI モデル）を日

本のような第三国で提供することがあり得るのか、その

時、お金、利用料みたいなものが想定されるのか。また、

日本がデジタルアーカイブを作った時に、日本の公的機関

が作る（AI）生成モデルに優先的に使うのか、それとも料

金が発生（して一般に使わせる）するのか、その辺りの展

望を伺いたい。 

福井先生：まず、デジタルアーカイブ全体は何も AI のためだけに設

計されているものではなく、その受益者は社会全体に及

ぶ。作品を見ること自体が喜びであるだろうし、教育、研

究、防災、まちづくり、様々な分野で利活用されることが

期待されている。その中に、AI 開発企業も候補として入っ

てくるであろうし、条件さえ折り合えば域外の企業であっ

ても構わないはずである。EU は今のところ、域内外を区別

するような条件をつけていないが将来は区別し始めるかも

しれない、これは EU 戦略として止めることはできないで

あろう。これは、何も公的なデジタルアーカイブだけでな

く、民間事業者であってもデジタルアーカイブであり、フ

ォトストップは世界最大の画像デジタルアーカイブである

が、そういうところが AI 学習を許すときには様々なビジ

ネス交渉があり得て良いのではないかと考えられる。 

単に、対価をくださいなんていう生ぬるいことだけでなて

も良く、我々のこの良質な学習セットで AI 学習したいの

であれば、提供するがその代わりに開発された AI の権利

は２割、最低限でもそれぐらいの条件をつきつけるべきで

あるとコンテンツ戦略的には思う。もっというと AI の権

利は８：２でコンテンツ提供者が持ちますよと言ってもよ

いかもしれない。怖い怖い禁止だというよりも、（AI 学習

用コンテンツを）提供するからその結果、成果物を権利者

として持てるという戦略もあり得る。今後は官民が連携・

融合して、そういう（デジタルアーカイブを）使う中でど

う利益を得ていくのかという戦略を練っていくかも重要で

ある。 

 
 

<第２部パネルディスカッション> 

石井 夏生利先生（中央大学 ELSI センター副所長/国際情報学部教

授）をモデレータとして、岡嶋 裕史先生、原田 伸一朗先生、福井 

健策先生、山口 真一先生をそれぞれパネリストとして、ディスカッ

ションが行われた。主なやりとりは以下のとおり。 
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  石井先生：テーマは「AI 浸透社会と ELSI の観点からのルールについ

て」となっている。先生方のプレゼンテーションを受け

て、私の方から質問させていただく形で進めたい。岡嶋先

生には総括的なコメントをお願いしたい。 

まず、山口先生にお伺いしたい。偽・誤情報対策は重要な

課題であると考えているが、２点お伺いしたい。 

１点目は、ファクトチェックが重要であるが、それに対し

拡散スピードの速さについて、技術でのある程度のカバー

は可能かもしれないが、スピードの速さにどのように対処

が可能なのかということである。 

２点目は、偽情報がまん延していく中で、消費者側はなか

なか気づけないことが多いと思われ、かつ、消費者側は認

知のバイアスもあり、オンライン上の情報にアプローチを

するときにどういう姿勢でオンライン情報に接していくべ

きかについて伺いたい。 

  山口先生：１点目、ファクトチェックは重要だが、拡散スピードの

速さが課題ではないかというご質問かと思う。先生のご質

問の趣旨が偽・誤情報の拡散スピードが速すぎて、その後

に（ファクトチェックによる）訂正の情報が出てもすでに

騙されてしまっているので、そもそも拡散のスピードをど

うにかできないかという趣旨だとすると、そこへの対抗は

相当難しいのではないかと思う。チェックしていない情報

についてその拡散のスピードをコントロールすることは非

常に難しいと思う。 

ただ、対抗手段を取っているサービスもあり、それが X

のコミュニティノートであると思っている。コミュニティ

ノートはファクトチェックより早く仕組みも良くできてい

る。wikipedia の集合知のようなものであり、評価されな

いようなものは上の方には来ないようになっていて評価さ

れる場合のみ表示されるようなっていて規約も作られてい

る。私の師匠の田中辰雄先生がコミュニティノートの研究

をやっており、大半の人がコミュニティノートを評価して

いることを実証的に示している。これは意外にドライブ

（駆動）しているというのが正直な感想である。懸念事項

として、（政治的に保守やリベラルなどの特定の方向に）

強いコメントのほうが上位に表示される懸念もあったが、

今のところ機能しているという研究結果が出ている。これ

により、（投稿内容とは）違う情報が出て（拡散を）食い

止められる可能性がある。 

ファクトチェック側の悩みとして最近よく聞くのが、何を

チェックしたらよいのか検出するのが難しいということで

ある。そこはやはり AI が機能できるのではないかと思

い、先日も AI の企業「NABLAS」（ナブラス）と話していた
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が、どうやら何がフェイクと言われているかということは

AI で検出できる。そういう技術と組み合わせて、適切に情

報を拾い上げ、ファクトチェックをするというプロセスを

作れば、おそらく効率的にファクトチェックを行えるよう

になる。もう一点は、ファクトチェック結果が届きにくい

という点も大きな課題だと思うが、偽・誤情報が流れた経

路は分かっていると思うのでそこに優先的に表示するな

ど、いろいろ技術的にできることはあるかなと考えられ

る。 

  山口先生：２点目の質問について、オンライン上の情報にアプロー

チするときにどういう姿勢でいるべきかという点である。

まず、大前提で大事なのは自分も騙されることを知ってお

くことである。政治的な偽・誤情報を接して 87％が偽・誤

情報であると気づいていないという話をしたが、要するに

誰でも騙されるのである。米国の研究では、米国の人の

75％が自分の情報真偽判断能力を過信しており、過信して

いる人ほど慎重さがないので騙されやすい。自分も騙され

得るという前提で情報に接するというのがまず一点目であ

る。 

そのうえで、情報検証行動を少なからずとってほしい。誰

が情報を発信しているのか、いつ発信されたのか、他の人

やメディアは何と言っているか、こういう基本的なファク

トチェック行動を皆が身に着けておくべきあるし、ぜひや

ってほしい。これは簡単な話でありネットで調べるだけで

ほぼ見える。ただ、それでも、そんな時間はないよという

話になる。情報があふれている、コンテンツがあふれてい

るこの時代において全ての情報をファクトチェックするの

は不可能である。ではどうすれば良いかだが、拡散したく

なった時だけでも検証行動をしてくださいとよく言ってい

る。それを皆ができればその人はフェイクニュースのスプ

レッターにならず、社会全体に広まるのを食い止めること

ができる。 

ただ、残念ながら、情報検証行動をしても分からない場合

もたくさんある。生成 AI が作った偽画像・映像、新型コ

ロナウイルスのように新しいこと、分からないこともあ

る。その時に何ができるかはたった一つで「拡散しない」

ということである。これはみんなにでもできることであ

る。気を付けなければならないのは、「・・・って情報あ

るけど、どう思う？」とか「・・・と聞いたけど、どう思

う」は、これが３～４人を経て拡散されていくと、だんだ

ん「・・・ってどう思う？」が「・・・だよ」変わり断定

系になっていくので、拡散行為に当たる。そういう聞き方

でも真偽が分からないものは拡散しない態度がとても重要
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である。 

  石井先生：大変的確にお答えいただいた。特に後者の方だが、検証

行動とか、拡散したくなったときに注意するというのは、

消費者が意識を持たなければできない行動だと思うが、ど

のように周知・啓発していくことができるのかについて伺

いたい。 

  山口先生：たぶん、３つの方向性があると考えている。 

一つは、総務省が考えているのは、講座をやろうとか、

キャンペーンをやろうということである。今度の IGF で

も日本の取組として紹介されたものだが、偽・誤情報と

の向き合い方について啓発教材を作るというのがある。

私も監修した。ただ、自分が作ったのにいうのもなんだ

が、効果は限定的である。講座を受けてくれる人はそも

そも関心があるリテラシーの高い人であまり意義はな

い。もう一つのキャンペーンは期待できるかなと思って

おり、４月に G7 のサイドイベントとして偽・誤情報に関

するイベントを開催しており、グーグルジャパンでやっ

ているイノベーションジャパンの中でその派生として

YouTube 上で８人の YouTube クリエーターと組んでショー

ト動画を作るということをやった。その内容が偽・誤情

報に関する啓発内容であり、これはすごく盛り上がっ

た。再生回数が合計して 750 万件だった。政府が絡む啓

発的なキャンペーンとしてかなり大きな効果があった。

こういうショート動画を使ったアプローチは一つ（効果

的な施策の選択肢として）あるのではないかと思う。た

だ、これも限界があり、ショート動画で盛り込める内容

は限られている。 

もう一点、やはり教育課程に入れるということしかない

のではないかと考えている。ただ、文科省関係者と話を

するとよく分かるが、もう課程はぎちぎちで入らないよ

と言われる。全ての研究分野で、例えば防災研究者であ

れば防災教育大事ですよと言ってくる。教育について考

えると、数学、英語、理科、社会といったものをなぜ習

うのかと言えば、それはその個人のためになるからとい

うのが一つだが、もう一つは社会全体のためになるから

であり、この二つが重なった時に教育課程に入れるとい

う話になると思っている。この情報社会において、メデ

ィア情報リテラシーはそのレベルではないかと思ってい

る。個人にとっても社会にとってもプラスになる。入れ

ないとこの問題は最終的に改善しないと思っているし、

そのために、もう少し総務省と文科省が連携してほしい

と強く思っている。そこはつなげることに私も尽力した

い。 
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３つめだが、ナッジと言われるが、サービス内で気づか

せるなど、そういう仕組みである。偽・誤情報ではない

が、かなり成功例がある。X の英語版と TikTok に入って

いるのだが、侮辱的なリプライを飛ばそうとすると AI が

テキスト分析をして、該当した場合アラートを出すとい

う仕組みであるが、例えば、TikTok の統計だが、表示さ

れた人の 40％が投稿を修正するか、削除したという結果

が出ている。これは一つの仕組みの効果としては驚異的

である。人々に気づきを与えて行動を変えるというのサ

ービス設計上まだまだできるはずだと思う。今のように

エビデンスが出ているにも関わらず、インスタとか

Facebook には今の機能はない。ヤフーニュースのコメン

ト欄にもない。まず、ベストプラクティスを普及させて

いき、もっともっと仕組みを考えていくことが大事では

ないかと考える。 

石井先生：非常に具体的にお答えいただいた。大変勉強になった。

次に、原田先生に３点、お伺いしたい。 

１点目だが、プライバシーを拡張的に取り扱うと初めに

お話しいただいたと思うが、プライバシーはどこまで行

っても融通無碍な性質を持っており、どこに光を当てる

のかという議論であり、元々あるプライバシーを拡張す

るという議論ではないという前提で伺いたい。メタバー

ス上で本人とアバターの適切な同一性を確保する観点

で、アイデンティティ権の議論があるが、これについて

どう捉えているか伺いたい。 

その関連で、肖像権を拡張するというアプローチが取ら

れているが、他の権利との関係性がどうなっていくの

か。肖像権を広く捉えれば捉えるほど、人の体について

いないものに発展するとなった時に無理やり広げること

にならないか、他の権利との触れ合いの部分をどのよう

に捉えたらよいのかという点を伺いたい。 

もう一点、監視の話であるが、環境型カメラで、メタ

バースの中では気づきづらいというのは指摘のとおりか

なと思うが、現実空間でも気づかないうちに撮影される

こともある。我々は現実空間で生活をしていてそこから

は逃れられないが、メタバースは入るかどうか自由とい

う前提の違いがあるのではないか、こういった時に、メ

タバースにおける監視問題をどのように深刻なものと考

えるべきであるか。メタバースが当たり前になってくれ

ばくるほど重要性は増すかもしれないが、監視問題に関

しメタバース上での論点の重要性について現実空間との

違いについてどのように考えているかについて伺いた

い。 



AI の浸透したデジタル社会と ELSI に関するワークショップ（9/26）議事概要 

 

  原田先生：いずれも難しい質問をいただいた。本日は、プライバシ

ー権に加え、隣接する肖像権のような権利もとりあげて

お話をした。プライバシー権は大きくとらえると融通無

碍で、人格的自律の権利、幸福追求権にも入れられるポ

テンシャルのある概念であると思うが、近年の傾向とし

て、権利内容を明確にしてこのケースで使える、こうい

うふうに機能するということを明確にする方向になって

きている。大まかに人格権といって、それが情報プライ

バシー権として機能し得る領域がメタバース上ではどこ

にあるのかを画していく（はっきりさせていく）必要は

あるかなと思う。非常に限定すると、アバターの中の人

と現実の人間との連結を暴露するというところに集約さ

れるのかなと思う。 

本人とアバターとの同一性、中澤先生（中澤佑一弁護

士）などがアイデンティティ権を提唱しているが、人格

的な同一性、なりすましにあった時に対抗する権利が必

要である。どうしてもアバターで活動している人を一対

一で紐づけようとするのが政府系の議論ではあるような

気がしている。そうではないような発想がメタバースを

愛している人たちにはある気がしており、同一性という

形に結び付けられたくないというところをどう捉える

か、そういうニーズをどう考えるかという観点があると

思っている。 

VTuber の肖像権という論文を書き、肉体ではないアバタ

ーとしての姿も自分の肖像性が成り立ち肖像権の対象に

なるのではないかという試論を展開したが、特に VTuber

がアバターを使うことで人格の投影というか、その姿が

自分であるという認識になっている場合も多いので、そ

れは、肖像とも言えるのではないかと考えた。 

確かに、他の権利とどう調整するかは一番問題であり、

特に著作権との関係で、CG アバターは著作物であり、肉

の肖像とは違うのではないかという問題がある。そうし

た権利とどのように対応できるのか、私は、別に著作者

はいるかもしれないが著作者と対抗してでも、アバター

が自分のものと感じている人にとってはこれは自分の肖

像であると主張する権利として機能し得ればよいかなと

いう考え方である。 

  原田先生：監視についてだが、一日町に出ればいろんな角度からカ

メラに捉えられているというのが現実である。メタバー

スは入らなくてもいいというのは確かにそうで、監視さ

れているかもしれない空間に自分の意思で入るという側

面もある。 

しかし、引きこもっているような方にとってメタバース
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はむしろ入らざるを得ない場になっている場合も存在

し、一定数いるという状況である。また、今後、選択的

に入らなくてもよいのではないかとは言えないようなサ

ービスプラットフォームになっていくのであれば、つま

り、メタバース上で社会的な活動をする、公共的な活動

をするというのもデフォルトになっていく、そういう人

たちが増えていくとすれば、これはメタバースに入るも

入らないも自由ですねとは言えない部分が出てくるので

はないか。 

メタバースに入ると、ヘッドマウントディスプレイ

（HMD）を使うと、現実空間よりもっと生体情報まで取ら

れるというところが気をつけなければいけなくなるので

はないか。現実空間とは違ったバイオメトリクス（生体

認証）なデータが個人に結び付く形で取られるというと

ころが、メタバース空間ならではの注意しなければなら

ないところであると考える。 

  石井先生：メタバースを愛する人たちはいろいろな顔を持ちながら

活動をして、身バレを怖がる。とすれば、従来のプライ

バシー権の議論でカバーできるという理解。また、（アバ

ターは）自己イメージコントロール権と相性が良いとい

う話があったと思うが、この件は自分を社会関係でどう

出していくのか、一つのプライバシー権の一側面だと思

うが、アバターの活動においても効いてくるという理解

だろう。ここまでで岡嶋先生、何かコメントはあるか。 

  岡嶋先生：自己イメージコントロール権はとても興味がある。大事だ

なと思いつつ担保するのは難しいと思う。私は声が会議

向けの声でないなどと言われたことがあり、自分自身も

気にいっているわけではないが、生まれつきこうなので

仕方がない。現実空間では嫌だろうがなんだろうがこの

声は届いていると思うが、（メタバース上の）アバターだ

とボイスチェンジャーなどで嫌なものは書き換えられて

しまう。ボイスチェンジャーは基本的には話者が使うも

のだが、聞き手が使っても構わないので、相手の声が気

に入らないなと思ったら声を変えてしまうことは全然で

きる。しかもプレゼンテーション側はそれに気づくこと

ができないかもしれない。 

ここで自己イメージコントロール権をどう行使するかは

大事だと思うが、技術的にはすごく難しい。全面的に禁

止したら良いのかというとそれはせっかくメタバースな

のに、どうかなと思う。どこまで加工して良くて、どこ

からが（自己イメージコントロール権の）侵害なのかと

いう議論もまたできればと思う。 

  石井先生：福井先生に２点を伺いたい。一点目は国際的なルール形
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成へのアプローチについてである。生成 AI の学習のため

のデータの複製、データベース化が許されるかどうか各

国でルールが異なるという話だった思うが、国際的ルー

ル形成の際に統一ルールが望ましいのか、国益を考える

と国際的なアプローチも異なってくるように思うが、一

番、最後のスライド（福井先生資料 p.18）で「国際ルー

ル作りへの発信を」とあるが、著作権からのアプローチ

をどう考えていくべきかを伺いたい。 

２点目は、アーカイブについて、（我が国の）予算が悲し

い状況にあるという話を伺ったが、現状、我々ができる

工夫は具体的に方法があるか補足的に伺いたい。 

  福井先生：国際的なルール形成に関する重点は、我々がタッチでき

ない場所で、国際ルールが作られてしまわないうちに、

ちゃんと意見発信をしようということである。EU は世界

のルールメーカーであるという野望を隠そうとしないの

で、それが作られた後日本が追いかけるというのがここ

10.20 年だったと思うが、それでは寂しいという思いがあ

って申し上げた。 

一方で、固い統一ルールを世界が作れるほどの状況かと

いえば、とてもそのような状況ではない。今できること

は、ある程度のミニマムスタンダード、これ以上はやめ

ておきましょうという共通理解をどう持っていくかとい

うことである。 

ルールをもし狭い意味での法として捉えるとすると、法

のできることはかなり限られていると思う。また、それ

を世界的にどうエンフォースするかという視点がある。

例えば、日本のある権利についての共通理解が生まれた

として、メタバース上であるいは AI のサービス上でそれ

が侵害されていると考えたとしても、おそらくそのサー

ビスは海外から提供されている可能性が高い。そうする

と、プライバシー権のようなある考え方を持っていたと

しても、海外のプロバイダーはユーザ情報をまず開示し

ない。もっとも規制の緩い、例えば情報開示請求は無視

しますということを売り物にしているヘブンがたやすく

生まれ、アグレッシブなサービスが集まることが想定さ

れる。 

これに対しどう実効性を持たせるかというのはとても難

しいことである。それは法のルールだけでは到底でき

ず、多くのステークホルダーが連携し合って協力するネ

ットワークの中でしかおそらく解決できないであろうと

考えられる。ベトナムで２～３年かけて民事裁判を行う

よりも、国際的なインターネットのコミュニティの中

で、「なるほどそれはちょっとやりすぎだね」と理解して
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くれるレジストラ、ホスティングプロバイダーのコミュ

ニティを育てていく方が、効き目があるのではないか。

プラットフォームとの意見交換もとても重要になる。こ

こでいう問題の解決は多様なメニューのミックスの中

で、多様なステークホルダーの共同作業の中でしか良く

も悪しくも解決できない時代に我々は入っていると考え

る。 

２点目も似ているのだが、つなぐことはできると思う。

我々が今急に巨大なデジタルアーカイブを作りあげるこ

と、そのために多くのコンテンツを権利処理し、かき集

めることは簡単なことではないし、良質なデータセット

が一朝一夕でできるものではない。ただ、各分野で積み

上げられてきた学術のデータベースや画像とか映像とか

音楽とか公文書のデータベースはある。これは良質であ

る。これをつなぐことはできておらず、つなぐことは比

較的短期間にできる。我々はそういうデータベースをつ

ないでいって、良質なデータセットをもっと使えるよう

にしていくという作業はできるのではないか。 

  石井先生：最後に、岡嶋先生に一言いただきたい。 

  岡嶋先生：非常に勉強になった。良いシンポジウムであった。感謝

申し上げたい。 

 

<閉会挨拶> 

〇 岩隈先生(中央大学国際情報学部教授) 

・普段は憲法や行政法を教えている。アバターの人格権の話は関心を

持っていろいろ勉強させていただいているが、アバターを普段使っ

ている Vtuber やユーザの気持ちに寄り添って制度を考える視点が

弱かったので大変勉強になった。 

・福井先生の著作権の話も、公法担当なので財産権の視点がおろそか

になりがちであるが大変勉強になった。EU のデータスペースの話で

は、データの中に著作権のだけでなく医療の人格権の問題も入って

きたりして、AI とかインターネットの世界が法律の分野でも越境し

て大きなシステムを作り上げようとしているという動きをなんとな

く感じてはいたのだが、著作権の話を伺う中で抽象的な話ではなく

て、具体的なレベルでこんなに動いているのだなということを改め

て感じた。勉強させていただきたい。 

・ファクトが大事というのは全てのスピーカーの皆さんから出てきた

が、山口先生のお話を聞き、実際の SNS のユーザの行動様式につい

て、伝聞で学ぶようなことが多かったが、リアルなデータに接する

ことができたと思う。これをベースにルールを考えることが大事だ

と思う。 

・また、学生にネット上のトラブルへの解決策を提案させるとまず教

育と言ってくることが多いが、改めて教育の観点は大事だなと思っ
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た。幸い我が国は情報科を高等学校で設置したので、文科省に新し

い情報教育を入れるのが難しいと言われてはいるが、金融教育や防

災教育はどの科目に入れるところから議論しないといけないが、情

報科があるので我々も頑張ってカリキュラム作っている先生に働き

かけるとか、他の分野に比べると入れやすいかなと思った。また、

情報交換等できればありがたい。 

〇 小向先生(中央大学国際情報学部教授) 

・無理を承知でお願いしたが、本当に興味深い話をいただけた。実は

質問したかった項目があったが時間が足りないぐらいのパネルにな

った。改めて、先生方に感謝申し上げたい。 

・  以上で、本日のワークショップは閉会とする。 

以上 


